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１１１１    アンケート結果アンケート結果アンケート結果アンケート結果（抜粋）（抜粋）（抜粋）（抜粋）    

（１）保護者の就労状況 

【両親の就労状況/年齢区分別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【母親の就労状況/年齢区分別（父子世帯を除く）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資 料 

25.5

17.6

23.5

28.3

5.7

18.4

5.7

3.3

21.3

8.8

17.1

26.2

1.3

4.0

1.5

0.7

39.9

48.8

44.8

35.3

4.2

0.8

4.7

4.5

2.1

1.6

2.7

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=1,202）

０歳（n=125）

１・２歳（n=404）

３～５歳（n=672）

フルタイムで就労している

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

パ－ト・アルバイト等で就労している

パ－ト等で就労しているが、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

28.1

34.4

26.5

28.0

21.2

11.2

18.3

24.9

0.2

0.8

0.3

3.2

0.8

2.0

4.4

41.2

48.0

45.8

37.1

6.0

4.8

7.4

5.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=1,206）

０歳（n=125）

１・２歳（n=404）

３～５歳（n=676）

フルタイム×フルタイム フルタイム×パート

パート×パート 母子・父子世帯×就労している

どちらかが就労していない 無回答
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●

●

●

 

資

 

料

 

●

●

●

 

【就労していない母親の就労希望/年齢区分別（就労していない母親）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【母親・父親の帰宅時間（就労している親）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【母親・父親の１週当たりの就労日数（就労している親）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20.9

2.1

16.7

3.2

33.2

14.2

18.2

22.0

4.9

20.3

1.4

17.1

0.5

10.0

1.1

5.8

3.1

5.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母親（n=647）

父親（n=1,114）

１７時以前 １７時台 １８時台 １９時台 ２０時台

２１時台 ２２時台 ２３時以降 無回答

1.5

0.0

2.5

0.1

6.2

0.7

10.5

1.0

62.6

53.9

15.0

40.6

0.6

3.1

1.1

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母親（n=647）

父親（n=1,114）

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 無回答

20.0

21.0

21.5

18.7

59.1

53.2

54.5

64.0

20.0

25.8

22.5

16.9

0.9

1.5

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=530）

０歳（n=62）

１・２歳（n=200）

３～５歳（n=267）

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）

１年以上経って，一番下の子どもが大きくなったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

無回答
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（２）学校教育・保育事業の利用状況と利用希望 

 

【定期的な幼児教育・保育事業の利用状況/年齢区分別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【利用している事業/年齢区分別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

45.3

4.1

50.6

2.2

1.3

0.7

0.0

2.9

0.0

91.2

2.9

2.9

5.9

0.0

3.1

0.0

86.2

4.4

3.8

0.6

0.0

57.6

5.3

40.0

1.7

0.6

0.5

0.0

0 20 40 60 80 100

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

無認可保育園

事業所内保育施設

ファミリ－・サポ－ト・センタ－

居宅訪問型保育

（％）

全体（n=1,206）

０歳（n=125）

１・２歳（n=404）

３～５歳（n=676）

70.6

27.2

39.4

97.3

29.1

72.8

60.4

2.4

0.2

0.0

0.2

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=1,206）

０歳（n=125）

１・２歳（n=404）

３～５歳（n=676）

利用している 利用していない 無回答
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●

●

●

 

資

 

料

 

●

●

●

 

【終了時間/事業別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幼稚園の預かり保育の利用希望/現在の利用状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

【事業を選ぶ際に重視すること/事業別】 

 

 

 

 

 

  

（％） 

回答数 居住地に近

い場所

勤務先の近

く・通勤に便

利な場所

延長保育や

休日保育な

ど保育機能

教育・保育

の方針・内

容

幼稚園教

諭、保育士

などの対応

利用料金の

安さ

その他 無回答

全体 1,206 73.2 17.6 15.8 29.8 34.8 14.4 1.7 0.7

幼稚園 436 87.4 3.9 8.5 24.1 32.6 17.2 2.1 0.2

認可保育所 382 65.4 33.0 20.7 32.2 28.8 9.4 1.8 0.8

認定こども園 17 64.7 11.8 11.8 41.2 58.8 - 5.9 -

幼稚園・認可保育所 128 70.3 20.3 21.1 25.8 41.4 17.2 0.8 -

幼稚園・認定こども園 64 65.6 14.1 10.9 37.5 48.4 20.3 1.6 -

認可保育所・認定こども園 68 64.7 23.5 30.9 38.2 36.8 13.2 1.5 -

幼稚園・認可保育所・認定こども園 74 51.4 17.6 20.3 45.9 52.7 14.9 - -

その他の事業のみ 19 73.7 10.5 10.5 21.1 26.3 21.1 - 5.3

4.3

0.8

8.5

0.5

0.7

0.9

2.9

2.9

5.4

1.6

11.1

2.8

0.2

0.2

5.7

5.7

32.9

10.3

71.6

22.4

0.0

0.0

5.7

2.9

1.3

10.0

0.8

21.1

1.2

0.5

8.6

2.9

9.7

19.7

5.9

32.5

12.6

9.1

17.1

8.6

20.9

23.4

0.5

14.2

39.5

31.8

17.1

22.9

21.6

21.2

0.5

5.4

39.7

34.8

34.3

28.6

2.8

8.6

0.3

5.6

16.1

0.0

8.6

0.1

3.5

0.0

0.0

0.0

6.1

2.9

11.4

0.9

0.8

1.0

0.8

0.5

0.5

5.7

5.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=852）

現在

全体（n=852）

希望

幼稚園（n=388）

現在

幼稚園（n=388）

希望

認可保育所（n=428）

現在

認可保育所（n=428）

希望

その他の事業（n=35）

現在

その他の事業（n=35）

希望

～12時台 13時台 14時台 15時台 16時台

17時台 18時台 19時台 20時以降 無回答

53.1

15.2

17.1

31.1

0 20 40 60

幼稚園～現在利用なし～

（n=352）

認可保育所（n=428）

その他の事業（n=35）

事業を利用していない

（n=351）

（％）
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【日曜日・祝日の事業の利用希望/年齢区分別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【長期休暇中の事業の利用希望（幼稚園を利用している子ども）】 

 

 

 

 

 

 

 

  

n＝382 

37.2 12.3 47.4 3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用を希望しない

休みの期間中、ほぼ毎日利用したい

休みの期間中、週に数日利用したい

無回答

78.5

77.6

80.0

78.0

2.9

2.4

4.5

2.1

15.0

17.6

12.1

16.3

3.6

2.4

3.5

3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=1,206）

０歳（n=125）

１・２歳（n=404）

３～５歳（n=676）

利用を希望しない ほぼ毎週利用したい 月に１～２回は利用したい 無回答
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●

●

●

 

資

 

料

 

●

●

●

 

（３）地域子育て支援拠点事業の利用状況と利用希望 

 

【子育て支援センター等の利用状況/年齢区分別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子育て支援センター等の利用希望/年齢区分別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.6

3.6

44.3

41.3

1.5

32.0

5.6

42.4

24.0

1.6

21.8

7.4

39.9

34.4

0.7

1.6

0.7

47.3

48.7

1.9

0 20 40 60

リヴ総社店やきよね夢てらすなどで行う

「つどいの広場」を利用している

保育所で行う「地域子育て支援セン

ター」

を利用している

どちらも利用していない

今は利用していないが、

以前利用したことがある

無回答

（％）

全体（n=1,206）

０歳（n=125）

１・２歳（n=404）

３～５歳（n=676）

23.0

9.7

61.8

5.6

39.2

16.8

40.0

4.0

27.2

20.5

50.5

1.7

17.5

1.9

72.6

8.0

0 20 40 60 80

利用していないが、今後利用したい

すでに利用しているが、

利用回数を増やしたい

新たに利用したり、

利用日数を増やしたいとは思わない

無回答

（％）

全体（n=1,206）

０歳（n=125）

１・２歳（n=404）

３～５歳（n=676）
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（４）病児・病後児保育の利用希望 

 

【病児・病後児保育の利用希望/年齢区分別（父親・母親が休んだ経験がある世帯）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）日中の一時的な保育の利用希望 

 

【一時的な保育の利用希望/年齢区分別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n＝1,206 

34.1

33.3

41.5

30.6

63.0

66.7

53.4

67.4

2.9

0.0

5.1

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=381）

０歳（n=21）

１・２歳（n=118）

３～５歳（n=242）

できれば病児・病後児保育施設等を利用したい 利用したいと思わない 無回答

47.5

44.0

45.3

49.6

49.8

53.6

50.2

49.0

2.7

2.4

4.5

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=1,206）

０歳（n=125）

１・２歳（n=404）

３～５歳（n=676）

利用したい 利用する必要はない 無回答



 

111 

●

●
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料

 

●
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●

 

（６）放課後児童クラブの利用希望 

 

【放課後の過ごし方（５歳以上の子ども）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）育児休業の取得状況 

 

【育児休業の取得状況】 

 

 

 

 

 

 

 

  

55.1

0.7

30.0

2.4

12.0

80.8

2.8

16.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母親（n=1,206）

父親（n=1,206）

働いていなかった 取得した（取得中である） 取得していない 無回答

58.1

20.5

40.5

13.8

33.3

0.5

12.9

10.5

71.0

21.4

51.4

13.8

17.6

0.0

14.8

10.5

0 20 40 60 80

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカ－クラ

ブ、学習塾など）

放課後子ども教室

放課後児童クラブ［学童保育］

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答

（％）

低学年（n=210）

高学年（n=210）
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【育児休業を取得していない理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

44.8

16.6

10.3

9.0

8.3

7.6

7.6

5.5

5.5

4.8

1.4

0.7

0.0

0.0

13.8

1.4

0.3

8.0

20.5

26.7

0.1

1.4

0.1

2.2

40.9

19.9

0.0

1.1

1.7

18.8

3.4

4.4

0 20 40 60

子育てや家事に専念するため退職した

職場に育児休業の制度がなかった

（就業規則に定めがなかった）

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

保育所（園）などに預けることができた

有期雇用のため育児休業の取得要件を

満たさなかった

仕事に戻るのが難しそうだった

配偶者が無職など、

制度を利用する必要がなかった

収入減となり、経済的に苦しくなる

産前産後の休暇を取得できることを

知らず、退職した

育児休業を取得できることを知らなかった

昇給・昇格などが遅れそうだった

配偶者が育児休業制度を利用した

その他

無回答

（％）

母親（n=145）

父親（n=975）
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●
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料

 

●

●

●

 

２２２２    総社市子ども・子育て会議条例総社市子ども・子育て会議条例総社市子ども・子育て会議条例総社市子ども・子育て会議条例    

平成25年3月25日 

条例第10号 

(設置) 

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条及び総社市子ども条例(平成

21年総社市条例第28号)第22条の規定により，子ども・子育て支援に関する施策の総合

的かつ計画的な推進等について，調査審議するため，総社市子ども・子育て会議(以下「会

議」という。)を設置する。 

(所掌事務) 

第2条 会議は，市長の諮問に応じて，次に掲げる事項について調査審議する。 

(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。 

(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。 

(3) 総社市子ども・子育て支援事業計画の策定に関すること。 

(4) 前3号に掲げるもののほか，次世代の子どもが健やかに育つ環境づくりの推進に関す

ること。 

(組織) 

第3条 会議は，委員30人以内をもって組織し，委員は，次の各号に掲げる者のうちから市

長が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 各種関係団体の代表者 

(3) 関係行政機関の職員 

(4) その他市長が適当と認める者 

2 委員の任期は，2年とし，補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし，再

任を妨げない。 

3 第1項第2号及び第3号の委員の任期は，当該職にある期間とする。 

(庶務) 

第4条 会議の庶務は，保健福祉部において処理する。 

(その他) 

第5条 この条例に定めるもののほか，会議の運営に関し必要な事項は，規則で定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は，平成25年4月1日から施行する。 

(総社市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 

2 総社市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年総社市

条例第35号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 
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３３３３    総社市子ども・子育て会議の運営に関する規則総社市子ども・子育て会議の運営に関する規則総社市子ども・子育て会議の運営に関する規則総社市子ども・子育て会議の運営に関する規則    

総社市規則第３号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，総社市子ども・子育て会議条例（平成２５年総社市条例第１０号）第

５条の規定に基づき，総社市子ども・子育て会議（以下「会議」という。）の運営に関し，

必要な事項を定めるものとする。 

（会長及び副会長） 

第２条 会議に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は，委員の中から互選する。 

３ 会長は，会議を代表し，会議の事務を総理する。 

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，その職務

を代理する。 

（会議） 

第３条 会議は，会長又は市長が必要に応じて招集し，会長が議長となる。 

（専門研究部会） 

第４条 会議が所掌する事項について，専門的事項に関して調査審議する必要があるときは，

専門研究部会（以下「部会」という。）を設置することができる。 

２ 部会は，会議の委員をもって組織し，各部会に属する委員は会長が指名する。 

３ 部会には，部会長を置き，部会の会議は部会長が招集する。 

（庶務） 

第５条 会議の庶務は，保健福祉部こども課において処理する。 

（その他） 

第６条 この規則に定めるもののほか，会議の運営に関し必要な事項は，会長が会議に諮っ

て定める。 

   附 則 

この規則は，平成２５年４月１日から施行する。 

 

  



 

115 

●

●

●

 

資

 

料

 

●

●

●

 

４４４４    総社市子ども・子育て会議総社市子ども・子育て会議総社市子ども・子育て会議総社市子ども・子育て会議委員名簿委員名簿委員名簿委員名簿    

 

区  分 所  属 役  職 氏  名 

学識経験を有するもの 岡山県立大学 教 授 近藤 理恵 

(条例第３条第１号） くらしき作陽大学 教 授 林  直人 

公募委員 

（条例第３条第４号） 

公募委員 子育て当事者 山本 章江 

各種関係団体の 

代表者 

（条例第３条第２号） 

総社市保育協議会 会 長 服部 剛司 

保育所 PTA 代表者 

清音保育園 PTA

代表 

古屋 洋平 

総社市幼稚園長会 会 長 松森 玲子 

幼稚園ＰＴＡ代表者 

阿曽幼稚園 PTA

代表 

貝原 章文 

総社北小学校区放課後 

児童クラブ 

運営委員長 矢吹 雄三 

総社市社会福祉協議会 事務局長 佐野 裕二 

ＮＰＯ法人 保育サポート 

 あい・あい 

理事長 中島久美子 

子育て応援こっこ 代 表  福光 節子 

親子クラブ 代 表  鎌田佐千代 

総社市民生委員児童委員 

協議会 

主任児童委員 

部長 

角田 ヒロミ 

吉備医師会 会 員 山本 裕子 

総社市愛育委員協議会 会 長 山下 芳枝 

総社商工会議所 事務局次長 石原 和則 

総社吉備路商工会 会 長 吉澤 威人 

総社地区労働福祉 

協議会 

議 長 髙木 由夫 

関係行政機関の職員 

（条例第３条第３号） 

岡山県備中保健所 課 長 水嶋 明子 

倉敷児童相談所 所 長 山本  繁 

倉敷中央公共職業安定所 

総社出張所長 

所 長 平尾  有 
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５５５５    策定経過策定経過策定経過策定経過    

 

期    日 内    容 

平成２５年 ７月 ９日 

第１回子ども・子育て会議の開催 

委員の委嘱，正副会長の選出 

事業計画策定の主旨の説明と，策定のためのニーズ調査案を提示 

平成２５年 ８月３０日 

ニーズ調査の実施，就学前児童世帯２，０００件抽出 

（～９月３０日まで） 

平成２５年１２月１９日 

  

第２回子ども・子育て会議の開催 

ニーズ調査結果の報告と，事業計画構成案を提示 

平成２６年 １月３０日 子育て支援団体等へのヒヤリング 

平成２６年 ３月１４日 

第３回子ども・子育て会議の開催 

学校教育・保育提供区域の設定を検討 

学校教育・保育の量の見込みと確保方策を提示し，検討 

地域子ども・子育て支援事業計画の量の見込みを提示し，検討 

平成２６年 ４月１８日 量の見込みを県へ報告 

平成２６年 ５月２７日 

第４回子ども・子育て会議の開催 

学校教育・保育の提供体制の確保方策を提示し，検討 

事業計画骨子案を提示し，検討 

新制度に係る条例制定について説明 

平成２６年 ７月 ２日 一般市民向けの新制度説明会の開催をスタート 

平成２６年 ７月１１日 

第５回子ども・子育て会議の開催 

事業計画の素案を提示し，検討 

新制度に係る条例等の基準案を提示し，検討 

条例等の基準案に対するパブリックコメントの実施 

（～７月２５日まで） 

平成２６年 ９月１９日 新制度に関する条例案の議決 

平成２６年 ９月２５日 確保方策を県へ報告 

平成２６年１１月１７日 

学校教育・保育の支給認定事務の開始（～１２月２２日まで） 

幼稚園・保育所の入所受付の開始 

平成２６年１２月１８日 

第６回子ども・子育て会議 

事業計画案を提示し，検討 

平成２７年 １月２３日 

事業計画案に対するパブリックコメントの実施 

（～２月１３日まで） 

事業計画案を県へ報告 
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６６６６    用語説明用語説明用語説明用語説明    

 

用語 内容 

あ行 

育児休業 

1 歳に満たない子どもを養育する男女労働者が会社に申し出

ることにより，子どもが 1 歳になるまでの間で希望する期間，

育児のために休業できる制度。企業によっては法律の規定以上の

条件で育児休業（制度）を設けるところもある。 

か行 

核家族世帯 

夫婦のみの世帯と，夫婦と未婚の子どもから成る世帯（男親と

未婚の子どもから成る世帯，女親と未婚の子どもから成る世帯も

含む）。 

家庭的保育 

主に３歳未満の乳児・幼児を対象とし，利用定員が５人以下で，

家庭的保育者の居宅またはその他の場所で，家庭的保育者による

保育を行う事業。 

教育・保育施設 

「認定こども園法」第 2 条第 6 項に規定する認定こども園，

学校教育法第 1 条に規定する幼稚園及び児童福祉法第 39 条第

1 項に規定する保育所をいう。 

合計特殊出生率 

15 歳から 49 歳の女性の，年齢別出生率を合計した指標。1

人の女性が平均して一生の間に何人の子どもを産むかを表す。 

子育て支援センター 

地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため，子育て家

庭等に対する育児不安等についての相談・指導，子育てサークル

等への支援などを通して，地域の子育て家庭に対する育児支援を

行う。 

子ども・子育て関連３

法 

①「子ども・子育て支援法」 

②「就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供に関

する法律の一部を改正する法律」（認定こども園法の一部改正） 

③「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育，

保育等の総合的な提供に関する法律の一部を改正する法律の施

行に伴う関連法律の整備等に関する法律」（関係法律の整備法：

児童福祉法，地方教育行政の組織及び運営に関する法律ほかの一

部改正） 

子ども・子育て支援法

（平成 24 年法律第 65

号） 

平成 27 年 4 月 1 日施行。すべての子どもが健やかに成長で

きる社会を実現することを目的とし，子ども及び子育ての支援の

ための給付の創設並びにこれに必要な財源に関する包括的かつ

一元的な制度の構築，地域の子ども・子育て支援の充実に関する

法。 
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用語 内容 

さ行 

次世代育成支援対策

推進法（平成 15 年

法律第 120 号） 

平成 15 年 7 月から段階施行。次代の社会を担う子どもが健

やかに生まれ，かつ，育成される社会を実現することを目的とた，

次世代育成支援対策を迅速かつ重点的な推進に関する，平成 17

年度から 26 年度までの時限立法。地方公共団体及び事業主に

対し次世代育成支援のための行動計画の策定を義務づけ，10 年

間の集中的・計画的な取組を推進する。平成 26 年 4 月に一部

改正され，平成 27 年度から 36 年度までの 10 年間延長される

ことが決定され，地方公共団体の行動計画の策定は任意となっ

た。 

児童館 

児童に健全な遊びを与えて，その健康を増進し，情操を豊かに

することを目的とする児童厚生施設の一種で，児童の遊びを指導

する児童厚生員が配置されている。 

児童虐待 

親などの保護者や，その同居人などが児童に虐待を加えるこ

と。暴力などによる身体的な虐待，食事を与えないなどのネグレ

クト，性的な虐待，言葉や態度による心理的な虐待など，児童の

身体・精神に危害を加え，適切な保護・養育を行わないこと。 

周産期医療 

基本的には，ハイリスク妊産婦の妊娠・分娩管理，その他の産

科医療及びハイリスク新生児の集中治療，管理その他の新生児医

療をいう。 

出生率 

一定期間の出生数の，人口に対する割合。一般に，人口 1000

人当たりの，1 年間の出生児数の割合をいう。 

小規模保育 

主に３歳未満の乳児・幼児を対象とし，利用定員が 6 人以上

19 人以下で保育を行う事業。 

食育 

食に関する適切な判断力を養い，生涯にわたって健全な食生活

を実現することにより，心身の健康の増進と豊かな人間形成を行

うための学習等の取り組み。 

親族世帯 

2 人以上の世帯員から成る世帯うち，世帯主と親族関係にある

世帯員のいる世帯。 

その他の親族世帯 

2 人以上の世帯員から成る世帯のうち，世帯主と親族関係にあ

るものがいる世帯で核家族でない世帯。 

た行 
単独世帯 世帯人員が 1 人の世帯。 

は行 
非親族世帯 

2 人以上の世帯人員からなる世帯のうち，世帯主と親族関係に

あるものがいない世帯 

バリアフリー 

日常生活や社会生活における物理的，心理的な障害や，情報に

関わる障壁などを取り除くこと。 

放課後子ども教室 

放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用して，子どもたち

の安全・安心な活動拠点（居場所）を設け，地域の大人の協力を

得て，スポーツや文化活動などのさまざまな体験活動，地域住民

との交流活動や学習活動等の取り組みを推進する事業。 
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用語 内容 

ま行 
未婚率 未婚者（まだ結婚をしたことのない人）の人口に対する割合。 

や行 

幼保連携型認定こども

園 

学校教育・保育及び家庭における養育支援を一体的に提供する

施設とし，学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単

一の施設であり，内閣府が所管する。設置主体は，国，自治体，

学校法人，社会福祉法人に限られる（株式会社等の参入は不可）。 

や行 

要保護児童 

保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童，保

護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると

認める児童。 

ら行 

療育 

「療」は医療を，「育」は養育・保育・教育を意味し，身体や

知的に障害のある児童等について，早期発見と早期治療及び相

談・指導を行い，障害の軽減や訓練等による基礎的な生活能力の

向上を図ること。 

労働力率 

労働力人口（15 歳以上の者で，就業者及び就業したいと希望

し求職活動をしており，仕事があればすぐ就くことができるが，

仕事についていない者の総称）の当該年齢人口に対する割合。 

わ行 

ワーク・ライフ・バラン

ス 

個人がやりがいや充実感を感じながら働き，仕事上の責任を果

たすとともに，家庭や地域生活などにおいても，子育て期，中高

年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現で

きること。 
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